
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 地域型保育事業 
（運営管理） 

 



施設管理運営 １ 

Ⅰ 運営管理関係 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

１ 運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運営規程を定めること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運営規程に基づいて運

営を行うこと 

 

 

 

１ 事業計画が策定され、

事業所運営及び利用乳幼

児処遇に係る基本方針及

び具体的実施計画が盛り

込まれていること 

 

２ 事業計画の策定に当た

っては、各担当者の意見

を反映すること 

 

３ 事業計画の実施に当た

っては実施方法、職員の

役割分担等を明確に定

め、かつ職員に対する周

知を図ること 

(1) 事業所の運営管理を規定する運営規程は、各事業所で

定 

める必要がある。 

(2) 運営規程の必須事項 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 提供する保育の内容 

ウ 職員の職種、員数及び職務の内容 

エ 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない 

 日 

オ 保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由

及びその額 

カ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

キ 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事

項並びに利用に当たっての留意事項 

ク 緊急時等における対応方法 

ケ 非常災害対策 

コ 虐待の防止のための措置に関する事項 

サ 前各号に定めるもののほか、家庭的保育事業等の運営

に関して重要な事項 

(3) 上記内容については、職員・利用者（家族を含む）への

周知が十分行われていることが必要である。 

 

(1) 運営規程は、事業所の運営管理を規定する基本的規程

であり、規程内容と現状に差異がないこと。 

(2) 特に、職員の職務内容等については、職務分担表等を作 

成し、明確にすること。 

 

(1) 事業計画は、事業所がその年度に実施する基本的事項を具体

的に定めるもので、単なる理念やスローガン的なものにとどま

るべきものではない。 

(2) 策定に当たっては、毎年機械的に同じ内容をとりあげるので

はなく、前年の結果を踏まえた見直しを図ること。 

 

利用者のニーズや職員の意見等を十分に反映させるため、処遇

会議、職員会議等において検討、審議し策定すること。 

 

 

事業計画の効果的実施を確保するため、具体的実施方法、月間

計画（週間計画）等を明確にし、又、職員の役割分担を明示し会

議等において周知徹底を図ること。 

◎北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（以下「市条例５３号」と

いう。）第１８条  

家庭的保育事業者等は、次に掲げる事項について規程を設けなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 提供する保育の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留

意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 前各号に定めるもののほか、家庭的保育事業等の運営に関して重要な事項 

 

 

◎市条例 第５３号 第５条第２項 

 ２ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図るとともに、利用乳幼児の保

護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業者等の運営の内容を適切に説明するよう

努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

◎市条例 第５３号 第５条 

   家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格

を尊重して、その運営を行わなければならない。 

 ３ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

 

運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

３ 各種会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 諸簿冊の整備 

 

１ 職員会議等施設運営に

関する各種会議を開催す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各種会議の記録を整備

すること 

 

 

必要な帳簿を整備すること 

(1) 家庭的保育事業者等は、利用者への適切な処遇を行うことを

目的として、また、適正な管理と効率的な運営を確保する必要

から各部門の連絡打ち合わせはもちろん、各部門を超えた全体

会議も十分に開催し、緊密な連携を図る必要がある。 

(2) 会議としては、概ね次のようなものが想定され、開催回数は

職員全体による職員会議が月１回以上、その他の会議は必要の

都度開催すること。 

ア 職員会議（全体） 

イ 指導（処遇）会議及びケース検討会 

ウ 給食会議 

エ 災害対策会議 

オ その他 

(3) 施設に関する重要事項を職員に周知徹底させること。 

ア 事業所運営の基本方針 

イ 施設の規則 

ウ 職員全体に関する事項等 

 

諸会議の記録を整備し、施設長の点検を受けること。（開催年月

日、出席者、欠席者、司会者、議題、発言要旨、結論等） 

 

 

 各事業所は、日々の運営、財産及び入所者の処遇状況等に

関する一切の事実を正確に記録し、常に事業所の実状を的確

に把握するため、関係諸帳簿を整備しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎保育所保育指針 

◎児童福祉施設等における児童の安全の確保について（平成１３年６月１５日雇児総発第４

０２号雇用均等・児童家庭局総務・社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市条例 第５３号 第１９条 

家庭的保育事業者等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにす

る帳簿を整備しておかなければならない。 

◎労働基準法 第１０９条 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関

する重要な書類を５年間保存しなければならない。 

◎労働基準法施行規則 第５６条 

法第１０９条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとお

りとする。  

一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日  

二  賃金台帳については、最後の記入をした日  

三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日  

四  災害補償に関する書類については、災害補償を終った日  

五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 

 

 

 

 

各種会議記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処遇計画 

処遇記録 

苦情受付簿 

苦情報告書 

事故報告書 

 

賃金台帳 

雇用契約書 

労働者名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設管理運営 ３ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

５ 職員の配置 

 (1) 配置基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員は配置基準を下回

らないこと 

 

 

 

 

 

 

 

職員の配置基準は、市条例によって事業種別ごとで定められてお

り、この基準を下回ってはならない。 

 

(1)保育従事者 

① 家庭的保育事業 

ア 家庭的保育者は必要な資格を有すること（保育士、看

護師、幼稚園教諭資格保持者） 

イ 家庭的保育者は乳幼児の保育に専念できること 

ウ 家庭的保育補助者は必要な研修を修了すること（就業

後でも可） 

エ 家庭的保育者１人：乳幼児３人以下 

オ 家庭的保育補助と共に保育：乳幼児５人以下 

 

 

 

 

 

 

② 小規模保育事業Ａ型 

ア 保育士は必要な資格を有すること 

(ア) 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校

その他の施設（以下「指定保育士養成施設」という。）

を卒業した者  

(イ) 保育士試験に合格した者  

 イ 保育士の数（下記に定める数の合計数に１を加えた

数）  

乳児       おおむね３人に１人 

１歳～２歳未満 おおむね５人に１人 

２歳～３歳未満 おおむね６人に１人 

３歳～４歳未満 おおむね２０人に１人 

４歳～     おおむね３０人に１人 

 ウ 保健師、看護師、准看護師１人に限り、保育士とみな 

すことができる。 

 

 

③ 保育所型事業所内保育事業 

ア 保育士は必要な資格を有すること 

(ア) 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校

その他の施設（以下「指定保育士養成施設」という。）

を卒業した者  

(イ) 保育士試験に合格した者 

 

＜家庭的保育事業＞ 

◎市条例 第５３号 第２４条 

  家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

  (1) 調理業務の全部を委託する場合 

  (2) 第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う

研修を含む。）を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長

が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

  (1)保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

  (2)児童福祉法（以下「法」という。）第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第

４号のいずれにも該当しない者 

 ３ 第１項の家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３人以下とする。

ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者（市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者であって、家庭的保育者を補助

するものをいう。第３５条第２項において同じ。）とともに保育する場合には、５人以

下とする。 

 

＜小規模保育事業Ａ型＞ 

◎市条例 第５３号 第３０条 

小規模保育事業所Ａ型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

  (1) 調理業務の全部を委託する場合 

  (2) 第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 

２ 前項の保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に

１を加えた数以上とする。 

  (1) 乳児 おおむね３人に１人 

  (2) 満１歳以上満２歳に満たない幼児 おおむね５人に１人 

  (3) 満２歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人に１人 

(4) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人 

(5) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

 ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務す

る保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

 

＜保育所型事業所内保育事業＞ 

◎市条例 第５３号 第４５条 

  保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

 (1) 調理業務の全部を委託する場合 

（2）第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 

 

職員名簿 

出勤簿 

給与台帳 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 保育士の数（下記に定める数の合計数以上とする） 

ただし１事業所につき２人を下ることは不可 

乳児     おおむね３人に１人 

１歳～２歳未満おおむね５人に１人 

２歳～３歳未満おおむね６人に１人 

３歳～４歳未満おおむね２０人に１人 

４歳～    おおむね３０人に１人 

ウ 保健師、看護師、准看護師１人に限り、保育士とみな

すことができる。 

 

④ 小規模型事業所内保育事業 
ア 保育士は必要な資格を有すること 

(ア）厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校そ

の他の施設（以下「指定保育士養成施設」という。）

を卒業した者  

(イ)保育士試験に合格した者 

イ 保育従事者（下記に定める合計数に１を加えた数） 

ただし４分の３以上は保育士 

乳児おおむね３人：１人 

１歳～２歳未満おおむね５人に１人 

２歳～３歳未満おおむね６人に１人 

３歳～４歳未満おおむね２０人に１人 

４歳～    おおむね３０人に１人 

ウ 保健師、看護師、准看護師１人に限り、保育士とみな

すことができる。 

 

 ※保育従事者のうち４分の３以上は保育士。その他の保育

従事者は必要な研修を修了した者。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 調理員 

調理業務の委託又は搬入施設から食事を搬入する場合

においては、調理員をおかないことができる。 

 

２ 前項の保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以

上とする。ただし、一の保育所型事業所内保育事業所につき２人を下ることはできない。 

  (1) 乳児 おおむね３人に１人 

  (2) 満１歳以上満２歳に満たない幼児 おおむね５人に１人 

  (3) 満２歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人に１人 

(4) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人 

(5) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

 ３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に

勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

 

＜小規模型事業所内保育事業＞ 

◎市条例 第５３号 第４８条 

事業所内保育事業のうち利用定員が１９人以下のもの(以下この節において「小規模

型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この節において「小規模型事業所内

保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修

(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下こ

の条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

(1) 調理業務の全部を委託する場合 

(2) 第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とし、そのうち４分の３以上は保育士とする。 

(1) 乳児 おおむね３人につき１人 

(2) 満１歳以上満２歳に満たない幼児 おおむね５人につき１人 

(3) 満２歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(4) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人(法第６条の３第

１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) 

(5) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に

勤務する保健師、看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

◎市条例 第５３号 付則３ 

※（経過措置）第３２条及び第４８条の規定の適用については、第２４条第２項に規定す

る家庭的保育者又は同条第３項に規定する家庭的保育補助者は、平成２７年４月１日か

ら起算して５年を経過する日までの間、保育従事者とみなす。 

 

◎市条例 第５３号 第４５条 

  保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。 

 (1) 調理業務の全部を委託する場合 

（2）第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資格を有すべき職員は

所定の資格を有すること 

 

３ 職員の採用、補充は適

切に行うこと 

 

 

４ 職員の退職に問題はな

いか 

 

 

 

 

 

 

(3) 嘱託医・嘱託歯科医 

ア 嘱託医・嘱託歯科医の配置にあたっては、勤務条件等

を明確にした契約書等を作成すること。 

イ 地域医師会、地域歯科医師会、保健所等関係機関と連

係を密にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士、看護師等の職員は、必要な資格を有する者であること。 

 

 

採用は、欠員が生じた際に速やかに行うこと。 

特に直接処遇職員の欠員については、入所者処遇に大きな影響を

及ぼすので、速やかに補充すること。 

 

(1) 頻繁に退職者がある場合又はある時点に退職者が集中して

いる等の場合には、その原因を究明する必要がある。 

(2) 事業所職員は、入所者との信頼関係を基礎に勤務に従事する

面が多いことから、職員の定着率の安定化に努めること。 

◎市条例 第５３号 付則第２条 

※（経過措置）平成２７年３月３１日において現に存する児童福祉法第３９条第１項に規

定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、平成２７年４月１日以降に家庭

的保育事業等の認可を得た場合においては、平成２７年４月１日から起算して５年を経

過するまでの間は、調理員、調理室又は調理設備に係る規定は適用しないことができる。 

 

◎市条例 第５３号 第１７条第３項 

３ 第１項の健康診断を行った医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼

児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第２４条第６

項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続を執ることを、家庭的保育

事業者等に勧告しなければならない。 

 

◎保育所における嘱託歯科医の設置について（昭和５８年４月２１日児発第２８４号児童家

庭局長通知） 

１ 嘱託歯科医の設置の必要性 

乳幼児のう触は年々減少傾向にあるが、他の疾患に比し、そのり患率はいまだに高く、

しかも自然治ゆがないため、予防について正しい知識の普及と指導の徹底を図ること

が、乳幼児の健やかな発育成長のために重要である。 このため、嘱託歯科医を各保育

所に設置し、入所児童に対する歯科保健の充実を図る必要がある。 

２ 設置にあたっての留意事項 

(1)嘱託歯科医の選定については、なるべく乳幼児の扱いに習熟し、熱意と理解のある

歯科医が望ましいものであること。 

(2) 設置にあたっては、地域歯科医師会、保健所等関係機関と連係を密にし、円滑なる実

施に努めること。 

３ 歯科健康診断について 

  歯科健康診断については、嘱託歯科医が行うものとし、その結果については記録し、

食生活指導、歯の清掃指導等その後の保育指導に反映させることが大切であり、保護者

に対しても密接な連絡、適切な指導を行うものとする。 

 

 

◎市条例 第５３号 第３条、２４条、３０条、４５条、４８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

履歴書 

資格証明書 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 勤務体制 

 

５ 定年について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 勤務体制は、標準的勤

務体制をとること 

 

 

 

２ 勤務割表を作成するこ 

 と 

(1) 定年を定める場合には、６０歳を下回ることはできない。 

(2) ６５歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇

用する高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保する

ため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じているこ

と。 

ア 当該定年の引上げ  

イ 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望する

ときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用す

る制度）の導入 

ウ 当該定年の定めの廃止 

(3) 定年後職員を再雇用する場合には、雇用契約書等により期

間、給与、勤務時間、職務内容等の労働条件を明示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準的な勤務形態として事業所の種別に応じて交代制等

がとられており、原則としてこの勤務形態を確保しなければ

ならない。 

 

 

直接処遇職員及び調理員等の勤務については、勤務割表を作成

して勤務を個々に明確にすること。 

◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第８条 

事業主がその雇用する労働者の定年（以下単に「定年」という。）の定めをする場合

には、当該定年は、６０歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労

働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省

令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。 

 

◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第９条 

定年（６５歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業

主は、その雇用する高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に

掲げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければなら

ない。  

一 当該定年の引上げ  

二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその

定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入  

三 当該定年の定めの廃止  

２ 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主（当該事業主の経営を実質的に支配す

ることが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主

として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。）との間で、当

該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものを

その定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当

該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。  

３ 厚生労働大臣は、第１項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用

（心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含

む。）に関する指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律 附則（平成２４年９月５

日法律第７８号） 

３ この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第９条第２項の規定により同条第

１項第２号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第２項

の規定は、平成３７年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 

平成２８年３月３１日まで ６１歳 

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで ６２歳 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで ６３歳 

平成３４年４月１日から平成３７年３月３１日まで ６４歳 

 

◎労働基準法 第３２条 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間を超えて、労働させてはならな

い。 

２ 使用者は、１週間の各日については、労働者に休憩時間を除き１日について８時間を超えて、労

働させてはならない。 

◎労働基準法 第３５条 

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。 

２ 前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。 

就業規則 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

６ 職員の勤務条  

 件 

(1) 就業規則 

１ 就業規則を制定し、労働

基準監督署へ届出をする

こと 

また、変更があった場合

にも所要の手続きをとる

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の労働時間が、労

働基準法に定める労働時

間を超えないこと 

 

 (1) 常時１０人以上の職員を使用する事業所においては

就業規則を作成し、職員の過半数で組織する労働組合（又

は、職員の過半数を代表する者）の意見書を添付し、労働

基準監督署へ届出しなければならない。 

職員が１０人未満の事業所にあっては、届出は任意であ

るが、近代的労使関係に必要とされる適正な労働条件の確保及び

明示、並びに運営費の支出根拠の明確化の観点から就業規則を作

成することが望ましい。 

(2) 「常時１０人以上の職員を使用する」とは、常態として１人以

上の職員がいることを意味し、この職員の中には非常勤職員・パ

ートタイマーも含まれる。 

(3) 就業規則は、各施設単位に制定、届出を要するものであり、

また、変更する場合も同様の手続きを要する。 

(4) 労働基準法にいう労働者には、非常勤（臨時）職員も含まれ

るため、非常勤（臨時）職員に適用する就業規則を作成する必

要もある。 

(5) 就業規則の記載事項については、労働基準法に定められてい

る。 

(6) 給与に関する事項は、給与規程として別に設ける場合が多い

が、給与規程は就業規則の一部をなすものであり、その作成・

変更手続は就業規則の作成、変更として行うことを要する。 

(7) 就業規則及び給与規程は、職員の労働条件を定める重要な規

則であることから、その制定及び変更に当たっては、理事会の

審議を経て議決されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員の労働時間は、休憩時間を除き１週間について４０時間

を超えてはならない。 

 

◎労働基準法 第８９条 

 常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作

成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、

同様とする。 

一 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替

に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の

方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の

決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、

これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに

関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する

事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする

場合においては、これに関する事項 

◎労働基準法 第９０条 

１ 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織

する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合

がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

２ 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付し

なければならない。  

◎労働基準法施行規則 第４９条 

１ 使用者は、常時１０人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、法第８

９条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。 

２ 法第９０条第２項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表

する者の氏名を記載したものでなければならない。 

 

◎労働基準法 第３２条 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間を超えて、労働させては

ならない。 

 

就業規則 

給与規程 

就業規則制定届

（変更届） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則 

勤務割表 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  (2) 週の所定労働時間を４０時間とする場合、休日は職員一斉に

付与する方法のほか、交替で付与することも可能である。 

ア 完全週休２日制 

１日の労働時間８時間 

イ 隔週週休２日制の方法 

１日の実労働時間７時間１５分 

ウ 週休１日制の方法 

１日の実労働時間７時間２０分とし、１日だけ実労働時間

３時間２０分 

 

(3) １か月単位の変形労働時間制の場合 

ア 変形期間中の労働時間の総枠 

 （計算式） 

  変形期間中の労働時間の総枠＝ 

４０時間×変形期間の日数÷７日 

変形期間 労働時間 

１ヶ月単位 

 １月が３０日の場合 

 １月が３１日の場合 

４週単位 

１０日単位 

１週単位 

 

１７１．４時間 

１７７．１時間 

１６０．０時間 

 ５７．１時間 

 ４０．０時間 

 

(4) １年単位の変形労働時間制の場合 

ア １年単位の変形労働時間制を実施するには、書面による労使

協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要となる。

労使協定の事項については、労働基準法に定められている。 

イ 変形期間中の労働時間の総枠計算式 

（計算式） 

  変形期間中の労働時間の総枠＝ 

４０時間×変形期間の日数÷７日 

変形期間 労働時間 

１ 年（３６５日） 

６か月（１８３日） 

４か月（１２２日） 

３か月（ ９２日） 

２０８５．７時間 

１０４５．７時間 

６９７．１時間 

  ５２５．７時間 
 

２ 使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時間を超え

て、労働させてはならない。 

◎労働基準法  第３２条の２ 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代

表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、１箇月以

内の一定の期間を平均し１週間当たりの労働時間が前条第１項の労働時間を超えない定めを

したときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時

間又は特定された日において同条第２項の労働時間を超えて、労働させることができる。 

２ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければな

らない。 

◎労働基準法 第３２条の４ 

   使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半

数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第３２条

の規定にかかわらず、その協定で第２号の対象期間として定められた期間を平均し１週

間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲内において、当該協定（次項の規定によ

る定めをした場合においては、その定めを含む。）で定めるところにより、特定された

週において同条第１項の労働時間又は特定された日において同条第２項の労働時間を

超えて、労働させることができる。 

一 この条の規定による労働時間による労働させることができることとされる労働者

の範囲 

二 対象期間（その期間を平均して１週間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲

内において労働させる期間をいい、１箇月を超え１年以内の期間に限るものとする。） 

三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。） 

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を１箇月以上の

期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対

象期間の初日の属する期間（以下この条において「最初の期間」という。）における

労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における

労働日数及び総労働時間） 

五 その他厚生労働省令で定める事項 

２ 使用者は、前項の協定で同項第４号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期

間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の

少なくとも３０日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

においてはその労働組合、（略）の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、

当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該労働総時

間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなけれ

ばならない。 

 ３ 略 

４ 第３２条の２第２項の規定は、第１項の協定について準用する。 
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３ 休憩時間、休日の規定を

適正に定めること 

 

 

 

 

 

 

 

４ 年次有給休暇等を適正

に付与すること。 

 

 

 

 

 

(5) 時間外労働の上限が、1箇月について 45 時間及び 1 年

について360時間となっていること。 

 

 

 

 

(1) 休憩時間は、労働時間が６時間を超える場合において

は少なくとも４５分、８時間を超える場合においては少な

くとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれ

ばならない。 

(2) 休憩時間は、自由に利用させなければならない。 

(3) 休日は毎週少なくとも１回又は４週間を通じ４日以上

与えなければならない。 

 

 

(1) 職員が６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上勤務した場

合には、１０日間の年次有給休暇を与えなければならない。そ

の後、継続勤続１年ごとに1日ずつ、勤続３年６か月以降

は２日ずつ増加した日数（最高２０日）の年次有給休暇を与

えなければならない。 

勤続年数 付与日数 

6か月 

１年６か月 

２年６か月 

３年６か月 

４年６か月 

５年６か月 

６年６か月以上 

１０日 

１１日 

１２日 

１４日 

１６日 

１８日 

２０日 

 

(2) 所定労働日数が通常の労働者に比し、相当程度少ない労働

者については、年次有給休暇は比例付与させる。 

  なお、比例付与の対象となる労働者は、所定労働時間が週３

０時間未満であり、かつ、①週所定労働日数が４日以下の者、

②週以外の期間で所定労働日数が定められている場合には、年

間の所定労働日数が２１６日以下の者である。 

 

 

 

 

 

 

 

◎労働基準法 第３６条 

４ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間（第32条の4

第 1 項第 2 号の対象期間として 3 箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働さ

せる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間）とする。 

 

 

◎労働基準法 第３４条 

 使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも４５分、８時間を超える場合に

おいては少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 

２ 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で

組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働

組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると

きは、この限りでない。 

３ 使用者は、第１項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

 

◎労働基準法 第３５条 

  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも１回の休日を与えなければならない。  

２ 前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。 

◎労働基準法  第３９条 

使用者は、その雇入れの日から起算して６箇月間継続勤務し全労働日の８割以上出勤した労

働者に対して、継続し、又は分割した１０労働日の有給休暇を与えなければならない。 

２ 使用者は、１年６箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して６箇月

を超えて継続勤務する日（以下「６箇月経過日」という。）から起算した継続勤務年数１年ご

とに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる６箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に

応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤

務した期間を６箇月経過日から１年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において

出勤した日数が全労働日の８割未満である者に対しては、当該初日以後の１年間においては有

給休暇を与えることを要しない。 

６箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 

１年 １労働日 

２年 ２労働日 

３年 ４労働日 

４年 ６労働日 

５年 ８労働日 

６年以上 １０労働日 

３ 次に掲げる労働者（１週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除

く。）の有給休暇の日数については、前２項の規定にかかわらず、これらの規定による

有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の１週間の所定労働日数として厚生労働省令

で定める日数（第１号において、「通常の労働者の週所定労働日数」という。）と当該労

働者の１週間の所定労働日数又は１週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮し

て厚生労働省令で定める日数とする。 

一 １週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次有給休暇整

理簿 

出勤簿 
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週所定労働日数 4日 3日 2日 1日 

１年間の 

所定労働日数 

169- 

216 

121- 

168 

73- 

120 

48- 

72 

 

 

勤

続

年

数 

6か月 

１年６か月 

２年６か月 

３年６か月 

４年６か月 

５年６か月 

６年６か月 

以上 

７日 

８日 

９日 

10日 

12日 

13日 

15日 

５日 

６日 

６日 

８日 

９日 

1０日 

1１日 

３日 

４日 

４日 

５日 

６日 

６日 

7日 

１日 

２日 

２日 

２日 

３日 

３日 

３日 

 

(3) 年次有給休暇の残日数については、翌年まで繰り越さなければ

ならない。 

 

 

(4) 年次有給休暇、産前産後休暇、業務傷病休暇、育児休業及び介

護休業を取得した期間は年休の発生要件である出勤率を計算する

場合には、出勤したものとみなす。 

 

 

(5) 産前産後の一定期間、休業の請求があった場合、その間就業さ

せてはならない。 

 

 

 

 

 

 

(6) 育児時間、生理休暇の請求があった場合、就業させてはならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 

二 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、１年間の所

定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に１日を加えた日数を１週間の所定労働

日数とする労働者の１年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める

日数以下の労働者 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

◎労働基準法 第１１５条 

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から５年間、

この法律の規定による災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除く。）はこれを行使

することができる時から２年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 

◎労働基準法 第３９条 

10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２条第１号に規定する育児休業又

は同条第２号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女子が第６５条の規定によっ

て休業した期間は、第１項及び第２項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 

◎労働基準法 第６５条 

使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）以内に出産する予定の女

性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 

２ 使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後６週

間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認め

た業務に就かせることは、差し支えない。 

３ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなけ

ればならない。 

◎労働基準法 第６７条 

生後満１年に達しない生児を育てる女性は、第３４条の休憩時間のほか、１日２回各々少な

くとも３０分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 

２ 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 

◎労働基準法 第６８条 

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就

業させてはならない。 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 
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５ 就業規則を、職員に周知

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則は、職員の権利・業務の明確化、規則の適正な執行の確

保のため、常時施設内の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等

の方法により職員に周知させなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

子の看護休暇や介護休暇に係る申出を行う職員は、時間

単位で取得することができる旨を就業規則等に規定してい

なければならない（時間単位で取得することが困難な業務が

ある場合で、労使協定を締結することにより当該業務に従事

する職員を除外している場合を除く）。 

◎労働基準法 第１０６条 

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24

条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第

32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条

の 2第 2項、第38条の 3第 1項並びに第39条第 4項、第6項及び第9項ただし書に

規定する協定並びに第38条の 4第1項及び同条第5項（第41条の 2第 3項において

準用する場合を含む。）並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見

やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令

で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 

 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第６条 

 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことが

できない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織

する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組

合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働

者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者

からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて

合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

 第１６条の３（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 

 第１６条の６（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 

◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 

 第３６条、第３７条、第４２条、第４３条 
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(2) 各種協定 

・届出等 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 各種協定、届出を適

正に行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 労働者に法定労働時間を超えて労働させ、または休日

労働を行わせるには事業所の職員の代表との書面による協

定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要がある。（いわゆ

る「３６協定」） 

なお、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合

（特別条項）でも、以下の上限を上回ることはできない。 

  ・時間外労働が年720時間以内（第36条第5項） 

  ・時間外労働と休日時間の合計が月100時間以内 

  （第36条第6項第2号）かつ2～6ヶ月間平均が 

  全て月80時間以内（同条同項第3号） 

  ・時間外労働が月45時間を超えることができる 

  日数は年6ヶ月以内（第36条第5項） 

 

 

 

(2) 賃金については、通貨で直接職員に支払わなければな

らないが、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合に

おいては、通貨以外のもので支払い、また法令に別段の定め

がある場合若しくは職員の代表者との書面による協定があ

る場合において、賃金の一部を控除して支払うことができ

る。 

なお、控除にあたっての具体例は次のとおりである。 

ア 法定控除 

(ア) 健康保険、厚生年金保険及び児童手当拠出金に係る社

会保険料 

(イ) 雇用保険及び労災保険に係る労働保険料 

(ウ) 所得税及び住民税 

イ 法定外控除 

(ア) 民間社会福祉事業職員共済掛金 

(イ) 職員給食費 

(ウ) 職員親睦会費 

(エ) 財形貯蓄積立金 

(オ) 団体加入生命保険料等 

(3) 給与を口座振込により支払う場合は、職員個々の同意

書が必要である。 

(4) 労基署からの立ち入り調査の結果、指摘事項がある場

合、適切に改善されている必要がある。 

◎労働基準法 第３６条 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半

数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、

第３２条から第３２条の５まで若しくは第４０条の労働時間（以下この条において「労

働時間」という。）又は前条の休日（以下この条において「休日」という。）に関する規

定にかかわらずその協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働さ

せることができる。 

◎労働基準法施行規則 第１６条 

法第３６条第１項の規定による届出は、様式第９号により、所轄労働基準監督署長に

しなければならない。 

３ 法第３６条第１項の協定を協定を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定

を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、前項の届出にかえることができる。 

 

 

◎労働基準法 第２４条 

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令

若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は命令で定める賃金について確実な支払

の方法で命令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法

令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があ

るときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半

数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払

うことができる。 

◎労働基準法施行規則 第７条の２ 

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることが

できる。 

一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金

への振込み 

 

 

 

 

 

 

 

◎労働基準法 第１０１条 

   労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提

出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 

 

 

 

 

３６協定届出書 

超過勤務命令簿 

出勤簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４条協定書 

給与（賃金）台帳 

 

 

 

 

 

 

個人別給与口座振

込同意書 
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(3) 給与規程 

２ 労働者名簿を整備す

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 給与規程を整備するこ  

 と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所ごとに労働者名簿を所要の様式に基づき整備して

おかなければならない。記載事項は労働基準法施行規則第５

３条に規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 給与規程は、就業規則の一部をなすものであり、その作

成及び変更手続は就業規則の作成及び変更として行われ

るもの（理事会での審議、労働基準監督署への届出等）で

あり、次の事項は必ず記載しなければならない。 

ア 給与の決定及び計算方法 

イ 給与の支払方法 

ウ 給与の締切り及び支払時期 

エ 昇給に関する事項 

オ 賃金体系及び手当に関する事項 

また、次の事項は定めがある場合は必ず記載しなければ

ならない。 

ア 最低賃金額に関する事項 

イ 賞与に関する事項 

ウ 退職手当に関する事項 

エ 職員に食費等を負担させる場合は、これに関する事項 

(2) 給与規程には、初任給格付基準、前歴換算表及び標準

職務表を定め、規程どおりに格付すること。 

特に、勤務年数を同じくする同職種、同学歴、同年齢等

の職員間に理由なく格差がないこと。 

(3) 給与水準については、国家公務員及び地方公務員の給

与等を勘案し、地域内での均衡がとれたものであること。 

また、最低賃金に違反しないこと。 

◎労働基準法 第１０７条 

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日々雇い入れられる者を除く。）

について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記

入しなければならない。 

２ 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正し

なければならない。 

◎労働基準法施行規則 第５３条 

法第１０７条第１項の労働者名簿（様式第１９号）に記入しなければならない事項は、 

同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 

一 性別 

   二 住所 

   三 従事する業務の種類 

四 雇入の年月日 

   五 退職の年月日及びその事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含

む。） 

   六 死亡の年月日及びその原因 

２ 常時３０人未満の労働者を使用する事業においては、前項第３号に掲げる事項を記入

することを要しない。 

 

◎労働基準法 第８９条 

 常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作

成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、

同様とする。 

一 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替

に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の

方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の

決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、

これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに

関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する

事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする

場合においては、これに関する事項 

労働者名簿 

履歴書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与規程 

 

 

 

 

 

 

 

給与規程（初任給

格付基準） 

経験年数換算表

（前歴加算表） 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 ２ 給与の支給は、給与規程

どおりに行うこと 

(1) 給与・賞与等の支給日を定め、定められた日に支給する

こと。 

 

 

 

(2) 各種手当、特に超過勤務手当、宿日直手当等の算定につ

いては、法に定められたとおりに行うこと。 

ア 管理職手当 

根拠を明確にすること。また、超過勤務手当との併給

はできない。 

イ 超過勤務手当 

割増率 １２５／１００以上（深夜勤務の場合１５０

／１００以上） 

ただし、１箇月で６０時間を超えた場合、超えた時間

の割増率 １５０／１００以上 

なお、割増賃金の算定基礎には、扶養手当、通勤手当、

別居手当、子女教育手当及び住居手当等については含ま

れない。 

ウ 休日勤務手当 

割増率 １３５／１００以上（深夜勤務の場合１６０

／１００以上） 

なお、ここでの休日とは、法定休日（週１日、４週４

日）を指す。 

エ 深夜勤務手当 

労働時間×２５／１００以上（午後１０時から午前５

時までの間の休憩時間を除く実労働時間）  

(3) 各種手当は、支給額・支給率を規程どおり行うこと。ま

た、規程にない手当を支給しないこと。 

(4) 勤務実績で支給される超過勤務手当、休日勤務手当等

については、出勤簿、勤務割表、超過勤務命令簿等の内容

と一致していること。 

(5) 扶養、通勤、住宅手当の支給は、その事実を確認できる

書類を添付した届け出に基づき支給開始月等の認定手続

を経ること。 

(6) 定期昇給及び昇格については、規程どおり行い、職員間

に不均衡を起こさないこと。 

(7) ベースアップに伴う給料表（給与規程）の改正や各種手

当の改正を理事会で審議・議決した場合には、改正後の規定

に従い支給すること。 

◎労働基準法 第２４条 

２ 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨

時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（第89

条において「臨時の賃金等」という。）については、この限りでない。 

 

◎労働基準法 第３７条 

  使用者が、第 33 条又は前条第１項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働

させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労

働日の賃金の計算額の 2 割 5 分以上 5 割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上

の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた

時間が１箇月について 60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働につい

ては、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ

ればならない。  

２ 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して

定めるものとする。  

３ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と

の書面による協定により、第１項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に

対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第３

９条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えること

を定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項た

だし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものと

して厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金

を支払うことを要しない。  

４ 使用者が、午後１０時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合に

おいては、その定める地域又は期間については午後１１時から午前６時まで）の間にお

いて労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の

計算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。  

５ 第１項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労

働省令で定める賃金は算入しない。  

◎労働基準法施行規則 第１９条 

 法第３７条第１項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、

次の各号の金額に法第３３条若しくは法第３６条第１項の規定によって延長した労働

時間数若しくは休日の労働時間数又は午後１０時から午前５時（厚生労働大臣が必要で

あると認める場合には、その定める地域又は期間については午後１１時から午前６時）

までの労働時間数を乗じた金額とする。 

    一 時間によって定められた賃金については、その金額 

    二 日によって定められた賃金については、その金額を１日の所定労働時間数（日によ

って所定労働時間数が異なる場合には、１週間における１日平均所定労働時間数）で

除した金額 

    三 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数（週

によって所定労働時間数が異なる場合には、４週間における１週平均所定労働時間 

給与規程 

給与（賃金）台帳 
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３ 賃金（給与）台帳を整備

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業所ごとに賃金（給与）台帳を整備して、職員各人別に賃

金計算の基礎となる事項（氏名、性別、賃金計算期間、労働日

数、労働時間数、超過勤務・休日・深夜労働時間数、基本給、諸

手当、控除額）について、賃金支払いの都度記入しなければな

らない。 

(2) 給与の支給にあたっては、各職員から受領印を徴し、確実に

支給すること。 

数）で除した金額 

四 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数（月

によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における１月平均所定労働時間

数）で除した金額 

五 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金

額 

２ 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によ

って定められた賃金とみなす。 

◎労働基準法施行規則 第２０条 

法第３３条 又は法第３６条第１項 の規定によつて延長した労働時間が午後１０時

から午前５時（厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間に

ついては午後１１時から午前６時）までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間

の労働については、第１９条第１項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の５割以

上（その時間の労働のうち、１箇月について６０時間を超える労働時間の延長に係るも

のについては、７割５分以上）の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

２ 法第３３条 又は法第３６条第１項 の規定による休日の労働時間が午後１０時から

午前５時（厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間につい

ては午後１１時から午前６時）までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労

働については、前条第１項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の６割以上の率で

計算した割増賃金を支払わなければならない。  

◎労働基準法第３７条第１項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政

令（平成６年１月４日政令第５号） 

労働基準法第３７条第１項の政令で定める率は、同法第３３条又は第３６条第１項の

規定により延長した労働時間の労働については２割５分とし、これらの規定により労働

させた休日の労働については３割５分とする。 

 

◎労働基準法 第１０８条 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の

額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 

◎労働基準法 第１０９条 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に

関する重要な書類を５年間保存しなければならない。 

◎労働基準法施行規則 第５４条 

使用者は、法第１０８条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳

に記入しなければならない。 

一 氏名 

二 性別 

三 賃金計算期間 

四 労働日数 

五 労働時間数 

六 法第３３条若しくは法第３６条第１項の規定によって労働時間を延長し、若しくは

休日に労働させた場合又は午後１０時から午前５時（厚生労働大臣が必要であると認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金（給与）台帳 
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める場合には、その定める地域又は期間については午後１１時から午前６時）までの

間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数 

七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 

八 法第２４条第１項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額 

２ 前項第６号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労

働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間数を

以てこれに代えることができる。 

３ 第１項第７号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、

その評価総額を記入しなければならない。 

４ 日々雇い入れられる者（１箇月を超えて引続き使用される者を除く。）については、

第１項第３号は記入することを要しない。 

５ 法第４１条各号の一に該当する労働者及び法第４１条の２第１項の規定により労働

させる労働者については第１項第５号及び第６号は、これを記入することを要しない。 

◎労働基準法施行規則 第５５条 

法第１０８条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者（１箇月を超えて引続

き使用される日々雇い入れられる者を含む。）については様式第２０号日々雇い入れら

れる者（１箇月を超えて引続き使用される者を除く。）については様式第２１号によっ

て、これを調製しなければならない。  

◎労働基準法施行規則 第５６条 

法第１０９号の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のと

おりとする。 

一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 

二 賃金台帳については、最後の記入をした日 

三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 

四 災害補償に関する書類については、災害補償を終わった日 

五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 
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(4) 旅費規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 職員研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 個人情報の

管理 

 

 

 

 

 

 

 

４ 旅費規程を整備する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研修計画を立てるこ

と 

 

 

２ 研修を十分に実施す

ること 

 

 

 

 

 

 

３ 研修記録を整備する

こと 

 

 

 

 

 

１ 適正に個人情報の管

理、取扱いを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員が、業務又は研修のため出張する場合は、その旅費

を支給することを規定した旅費規程が整備されているこ

とが必要である。 

規程には旅行（出張）命令等の手続、旅費の種類、旅費

の計算等について明確に規定されていなければならない。 

(2) 出張は、管理者の旅行命令に基づいて行われ、旅行命令

簿、旅費計算書、旅費受領書等を規程に基づき整備するこ

と。 

(3) 宿泊料・日当等が規程に基づいた支給額となっている

こと。 

なお、支給対象となっていない経費、特に研修会参加費

等は雑費等で支出すること。 

 

(1) 職員の資質向上のため、研修は必要不可欠のものであ

り、職務に関する知識及び技術、執務態度等の訓練並びに

その他業務について必要と認められる事項について、積極

的かつ効果的に行うことが重要である。 

(2) 効果的・系統的に研修を実施するため、研修計画を樹立

し、具体的実施方法等を明確にすること。 

 

事業所内研修、事業所外研修に積極的に取り組み、計画に

基づいて実施していくこと。 

また、職員共通事項、職種ごとの個別的・専門的事項等に

ついて、関係職員等を積極的に参加させること。 

 

研修の内容、参加者等をまとめた研修記録を整備するこ

と。勤務の都合で参加できなかった職員へは、この研修記録

等で内容の把握に努めさせること。 

また、事業所外研修に参加した職員の研修内容については、

他の職員へ報告する機会を設けるなど、事業所内へ還元で 

きる体制をとること。 

 

ガイドライン通知に沿って個人情報の管理、取扱いを行う

こと。 

(1) 個人情報の取扱いに関する規則を制定すること。 

(2) 個人情報の取得は適正な方法で行うこと。 

(3) 利用者に対しあらかじめ個人情報の利用目的を説明す

ること。 

(4) 個人情報の利用目的以外使用しないこと。また、本人の

同意なしに第三者へ提供しないこと。 

(5) 個人情報の保管・廃棄は適正に行うこと。 

(6) 「従業員」に対し、個人情報の保護について必要な監督 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市条例 第５３号 第９条 

  家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員の資質を向上させるための研修の機会を確保しなければな

らない。 

◎保育所保育指針 

◎児童福祉施設における事故防止について（昭和４６年７月３１日児発第４１８号児童家庭

局長通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎個人情報保護委員会による個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（平成２

９年５月３０日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅費規程 

旅行命令簿 

旅費計算書 

旅費受領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書 

研修計画 

研修記録 

復命書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設管理運営 １８ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

９ セクハラ対  

 策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 秘密保持 

 

 

 

 

 

 

１１ 福利厚生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職場におけるセクハ

ラ対策を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用乳幼児等の秘密保持

に努めること 

 

 

 

 

 

１ 健康保険、厚生年金

保険へ適切に加入する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労災保険、雇用保険

へ適切に加入すること 

 

 

 

を行うこと。 

 

(1) 職場におけるセクシャルハラスメントを防止するため

に、必要な対策を行うこと。 

(2) 事業主が講ずべき措置に関して、必要な指針を定め、そ

れに基づき必要な措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員は正当な理由なく、業務上知り得た利用乳幼児又

はその家族の秘密を漏らしてはいけない。 

(2) 退職後も業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘

密を保持すべき措置を講じなければならない。 

 

 

 

(1) 常時５人以上の職員を使用する事業所は、健康保険及

び厚生年金保険の強制適用事業所とされているので、新た

に施設を設置したときは、社会保険事務所へ加入手続をと

らなければならない。 

(2) 職員の採用又は退職に際しては資格取得（又は喪失）届

を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 労働者を使用する事業は、すべて労災保険、雇用保険の

適用事業とされているので、新たに施設を設置したとき

は、１０日以内に「保険関係設立届」等を労働基準監督署

及び公共職業安定所へ提出し、加入手続をとらなければな

らない。 

 

 

◎男女雇用機会均等法 第１１条 

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の

就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ

有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。  

 

◎事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置につ

いての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号） 

 

◎市条例 第５３号 第２０条 

   家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 ２ 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

 

◎健康保険法 第３条 

この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険

者をいう。 

３ この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 

一 次に掲げる事業の事業所であって、常時５人以上の従業員を使用するもの 

タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業

員を使用するもの 

◎厚生年金保険法 第６条 

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所（以下単に「事業所」という。）

又は船舶を適用事業所とする。 

一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時５人以上の従業員を使用するも

の 

タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって

常時従業員を使用するもの 

 

◎労働者災害補償保険法 第３条 

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業（労働基準法 （昭和２２

年法律第４９号）別表第１に掲げる事業を除く。）については、この法律は、これを適

用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格取得（喪失）

届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険関係設立

届書 

 

 

 



施設管理運営 １９ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

１２ 健康管理 

 

 

 

 

 

 

１ 職員採用時には健康

診断を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 定期健康診断を行う

こと 

(2) 職員の採用又は退職に際しては資格取得（又は喪失）届

を行わなければならない。 

 

 

 

 

職員を採用するときは、医師による健康診断を行わなければなら

ない。 

ただし、過去３カ月以内に医師による健康診断を受けておりその 

結果を証明する書面を提出した場合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業者は、職員に対し１年に１回（深夜業に従事する職

員は６カ月に１回）定期に、次の項目について、医師によ

る健康診断を行わなければならない。また、記録を５年間

保存すること。 

ア 既往歴及び業務歴の調査 

◎雇用保険法 第５条 

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。  

２  適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収

等に関する法律 （昭和４４年法律第８４号。以下「徴収法」という。）の定めるところ

による。 

 

◎労働安全衛生法 第６６条 

   事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断

を行なわなければならない。 

◎労働安全衛生規則 第４３条 

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目に

ついて医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受

けた後、３月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果

を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、こ

の限りでない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力（千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。）

の検査 

四 胸部エックス線検査 

五 血圧の測定六 血色素量及び赤血球の検査（貧血検査） 

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタ

ミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルトランスペ

プチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査（肝機能検査） 

八 低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋白コレス

テロール（ＨＤＬコレステロール）及び血清トリグリセライドの量の検査（血中脂質

検査） 

九 血糖検査 

十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査（尿検査） 

十一 心電図検査  

 

◎労働安全衛生規則 第４７条 

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対

し、その雇入れの際又は当該業務への配置換えの際、検便による健康診断を行わなければ

ならない。 

 

 

◎労働安全衛生規則 第４４条 

事業者は、常時使用する労働者（第４５条第１項に規定する労働者を除く。）に対し、

１年以内ごとに１回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければな

らない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

 

 

 

 

 

 

健康診断書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般健康診断個人

票 



施設管理運営 ２０ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 健康診断個人票を作成

し保存すること 

 

 

イ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

ウ 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 

エ 胸部Ｘ線検査及び喀痰検査（喀痰検査は雇入時、医師

が必要でないと認めるときは省略可。） 

オ 血圧測定 

カ 貧血検査 

キ 肝機能検査 

ク 血中脂質検査 

ケ 血糖検査 

コ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査） 

サ 心電図検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員に対して行った健康診断の結果について、所定の様式

による健康診断個人票を作成して、これを５年間保存す

ること。 

 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 

五 血圧の測定 

六 貧血検査 

七 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血糖検査 

十 尿検査  

十一 心電図検査 

２ 第１項第３号、第４号及び第６号から第１１号までに掲げる項目については厚生労働

大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 

３ 第１項の健康診断は、前条、第４５条の２又は法第６６条第２項前段の健康診断を受

けた者（前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診

断の実施の日から１年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を

省略して行うことができる。 

４ 第１項第３号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、４５歳未満の者（３５歳及び

４０歳の者を除く。）については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力

（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもって代えることができ

る。 

 

◎労働安全衛生規則 第４５条 

事業者は、第１３条第１項第３号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業

務への配置換えの際及び６月以内ごとに１回、定期に、第４４条第１項各号に掲げる項

目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第４

号の項目については、１年以内ごとに１回、定期に、行えば足りるものとする。 

２ 前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において第４４条第１項

第６号から第９号まで及び第１１号に掲げる項目について健康診断を受けた者につい

ては、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又

は一部を省略して行うことができる。 

３ 第４４条第２項及び第３項の規定は、第１項の健康診断について準用する。この場合

において、同条第３項中「１年間」とあるのは「６月間」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の健康診断（定期のものに限る。）の項目のうち第４４条第１項第３号に掲げ

る項目（聴力の検査に限る。）は、前回の健康診断において当該項目について健康診断

を受けた者又は４５歳未満の者（３５歳及び４０歳の者を除く。）については、第１項

の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴

力を除く。）の検査をもって代えることができる。 

 

◎労働安全衛生規則 第５１条 

事業者は、第４３条、第４４条若しくは第４５条から第４８条までの健康診断若しく

は法第６６条第４項の規定による指示を受けて行った健康診断（同条第５項ただし書の

場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。）又は法第６６条の２の自ら受けた 

 



施設管理運営 ２１ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

４ 給食業務従事職員の細

菌検査を毎月実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

５ 衛生管理者又は衛生推

進者を設置すること 

 

 

 

給食業務に従事する職員に対しては、毎月１回検便及び腸管出血

性大腸菌Ｏ－１５７の検査を行うこと。 

また、必要に応じ１０月から３月にはノロウイルスの検査

を含めること。 

 

 

 

 

(1) 常時５０人以上の職員を使用している施設にあっては、衛生管

理者、産業医及び衛生委員会を設置しなければならない。 

健康診断の結果に基づき、健康診断個人票（様式第５号）を作成して、これを５年間保

存しなければならない。 

 

◎社会福祉施設における衛生管理について（平成９年３月３１日社援施第６５号大臣官房障

害保健福祉部企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、

児童家庭局企画課長連名通知）  

別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－(4)－③ 

 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受ける

こと。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、１０月から３月まで

の間には月に１回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。 

 

◎労働安全衛生法 第１０条 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、

総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第２５条の２第２

項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理

させなければならない。 

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令

で定めるもの 

◎労働安全衛生法 第１２条 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その

他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第１０条第１項

各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 

◎労働安全衛生法施行令 第４条 

法第１２条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時５０人以上の労働者を使用す

る事業場とする。 

◎労働安全衛生法 第１３条 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、

医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他厚生労働省令で定め

る事項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。 

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働

省令で定める要件を備えた者でなければならない。 

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、

労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 

◎労働安全衛生法施行令 第５条 

法第１３条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時５０人以上の労働者を使用す

る事業場とする。 

 

 

 

健康診断個人票 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 常時１０人～４９人の職員を使用している施設にあっ

ては、衛生推進者を設置し、健康・衛生に関する業務を実

施しなければならない。 

 

◎労働安全衛生法 第１８条 

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対

し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること 

二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること 

四 前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する

重要事項 

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の者である委員は、

１人とする。 

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその

事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名し

た者 

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

三 産業医のうちから事業者が指名した者 

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した

者 

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であ

るものを衛生委員会の委員として指名することができる。 

◎労働安全衛生法施行令 第９条 

法第１８条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時５０人以上の労働者を使用す

る事業場とする。 

 

◎労働安全衛生法 第１２条の２ 

事業者は、第１１条第１項の事業場及び前条第１項の事業場以外の事業場で、厚生労

働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進

者（第１１条第１項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者）

を選任し、その者に第１０条第１項各号の業務を担当させなければならない。 

◎労働安全衛生規則 第１２条の２ 

法第１２条の２の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時１０人以上５０人未満

の労働者を使用する事業場とする。 

◎労働安全衛生規則 第１２条の３ 

法第１２条の２の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者（以下「安全衛生推進者

等」という。）の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者

その他法第１０条第１項各号の業務（衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。）

を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところによ

り行わなければならない。  

一  安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から１４日以内に選任するこ

と。  

二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働

衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この

限りでない。 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

１３ 設備・衛生管   

  理 

(1) 建物、その

他の設備 

 

 

１ 建物、設備は施設最

低基準等を遵守するこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等の利用

乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十

分な考慮を払って設けられなければならない。 

 

 

 

 

(2) 「建物、その他の設備の規模及び構造」等に変更を生じ

たときは、市長に届け出なければならない。 

 

 

 

ア 家庭的保育事業 
(ア) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること 
(イ) 部屋の面積は、９．９平方メートル(乳幼児が３人

を超える場合は、９．９平方メートルに３人を超える

人数 1 人につき３．３平方メートルを加えた面積)以

上であること 
(ウ) 保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有

すること 

(エ) 衛生的な調理設備及び便所を設けること 

(オ) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に

適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を

含む)があること 

(カ) 庭の面積は、満２歳以上の幼児１人につき、３．

３平方メートル以上であること 

（キ）火災報知器及び消火器を設置すること。 

 

 

イ 小規模保育事業Ａ型 

(ア) 乳児又は満２歳に満たない幼児：乳児室又はほふ

く室、調理設備及び便所を設けること 

(イ) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は幼児１人

につきそれぞれ３．３平方メートル以上であること 

(ウ) 満２歳以上の幼児：保育室又は遊戯室、屋外遊戯

場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき

場所を含む)、調理設備及び便所を設けること 

(エ) 保育室又は遊戯室の面積は幼児１人につき１．９

８平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は幼児１人に

つき３．３平方メートル以上であること 

 

 

◎市条例 第５３号 第５条 

 ５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第２号、第

１４条第２項及び第３項、第１５条第１項並びに第１６条において同じ。）には、法に

定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 

 ６ 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳

幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。 

 

◎児童福祉法施行規則 第３７条 

５ 法第３５条第３項の届出を行った市町村又は同条第４項の認可を受けた者は、第１項

第１号又は第３項第２号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算

して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。  

 

◎市条例５３号 第２３条 

家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を

除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条

において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。 

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。 

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、９．９平方メートル(保育する乳幼児が３人を

超える場合は、９．９平方メートルに３人を超える人数１人につき３．３平方メート

ルを加えた面積)以上であること。 

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。 

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。 

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれ

に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。 

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満２歳以上の幼児1人につき、３．３平方メートル以

上であること。 

(7) 火災報知機及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実

施すること。 

 

◎市条例５３号 第２９条 

小規模保育事業Ａ型を行う事業所(以下「小規模保育事業所Ａ型」という。)の設備の

基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児に利用させる小規模保育事業所Ａ型には、乳児室

又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につきそれぞれ３．３平

方メートル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(4) 満２歳以上の幼児に利用させる小規模保育事業所Ａ型には、保育室又は遊戯室、

屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並び

に第３４条第４号及び第５号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更承認申請（届

出） 

平面図 

固定資産物品台帳 

備品台帳 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  (オ) 乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室には、保

育に必要な用具を備えること 

  (カ) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を２階、も

しくは３階に設ける建物は各要件に該当すること 

 

 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上、屋

外遊戯場の面積は同号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を２階に設け

る建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は、次に掲

げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第２条第９号の２に規定する耐火建築

物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる

区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられているこ

と 

階 区分 施設又は設備 

２階 

常用 
１ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 

１ 建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第１２３ 

  条第１項各号又は第３項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外 

傾斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

 

３階 

常用 

１ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に 

規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 

１ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に 

規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

  又はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

４階 
以上 
の階 

常用 

１ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に 

規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の 

屋外階段 

避難用 

１ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は第３項各号に 

規定する構造の屋内階段(ただし、同条第１項の場合におい 

ては、当該階段のうち建築物の1階から保育室等が設けら 

れている階までの部分の構造は、屋内と階段室とは、バル 

コニー又は付室（(階段室が同条第３項第２号に規定する 

構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するも 

のに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第３項 

第３号、第４号及び第１０号に規定する要件を満たすもの 

とする。) 
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ウ 保育所型事業所内保育事業 

(ア） 乳児又は満２歳に満たない幼児：乳児室又はほふ

く室、医務室、調理室及び便所を設けること 

(イ) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は幼児１人

につき３．３平方メートル以上であること 

(ウ) 満２歳以上の幼児：保育室又は遊戯室、屋外遊戯

場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊

戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、

調理室及び便所を設けること 

(エ) 保育室又は遊戯室の面積は幼児１人につき１．９

８平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は幼児１人に

つき３．３平方メートル以上であること 

 

４階 
以上 
の階 

避難用 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の 

屋外階段傾斜路 

 

 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、当該施設及び設

備のいずれかから保育室等までの歩行距離が３０メートル以下となるように設け

られていること。 

エ 小規模保育事業所Ａ型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを

除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所Ａ型の調理設備

の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基

準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この

場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道には、当該床若しくは壁を貫通す

る部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられてい

ること。 

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設

備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 小規模保育事業所Ａ型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料で

し 

ていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所には、乳幼児の転落事故を

防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられ

ていること。 

ク 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処

理が施されていること。 

 

◎市条例５３号 第４４条 

事業所内保育事業のうち利用定員が２０人以上のもの(以下この節において「保育所

型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この節において「保育所型事業所内

保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、

乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び

管理する事業主が事業場に付属して設置する炊事場を含む。第 4 号において同じ。)

及び便所を設けること。 

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児１人につき３．３平方メート

ル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

 

 



施設管理運営 ２６ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  （オ） 乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室には、保

育に必要な用具を備えること 

（カ） 保育室等を２階、もしくは３階に設ける建物は各

要件に該当すること 

(4) 満２歳以上の幼児(法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき保育が必要と認

められる児童であって満３歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含

む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保

育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場

に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上、屋

外遊戯場の面積は同号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以

上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定

する準耐火建築物であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる

区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられているこ

と。 

    

※次の表については、同要綱２４ページから２５ページ 市条例第５３号第２９条を参照 

 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、当該施設及び設

備のいずれかから保育室等までの歩行距離が３０メートル以下となるように設け

られていること。 

エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するも

のを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所

の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又

は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されている

こと。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道には、当該床若しくは

壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられて

いること。 

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられて

いること。 

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理

室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃

材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所には、乳幼児の転落事故を

防止する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられ

ていること。 

ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて

防炎処理が施されていること。 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 建物、構造物、設備等

について定期的に点検

を実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設備等に対する改善

に取り組むこと 

 

エ 小規模型事業所内保育事業 

(ア) 乳児又は満２歳に満たない幼児：乳児室又はほふ

く室、調理設備及び便所を設けること 

(イ) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は幼児１人 

につきそれぞれ３．３平方メートル以上であること 

(ウ) 満２歳以上の幼児：保育室又は遊戯室、屋外遊戯

場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき

場所を含む)調理設備及び便所を設けること 
(エ) 保育室又は遊戯室の面積は幼児１人につき１．９

８平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は幼児１人に

つき３．３平方メートル以上であること 

(オ) 乳児室又はほふく室、保育室又は遊戯室には、保

育に必要な用具を備えること 

  (カ) 保育室等を２階、もしくは３階に設ける建物は各

要件に該当すること 

 

(1)  建物、構造物、設備等に老朽化・欠損・損傷等により

危険箇所がないか、定期的に点検を実施すること。 

ア 階段・ベランダ・窓・ベッド等からの転落防止 

イ ガラス・壁・床等の破損や段差等 

ウ 非常口・非常階段の管理 

エ 家具・備品等の転倒、棚等からの落下防止                     

オ 扉や戸等の危険防止カ 屋外設備の安全性の確保 

カ 屋外設備の安全性の確保 

キ マンホール・排水溝・用水路等の危険防止 

 

(2) 事業所内ばかりではなく、事業所の周辺に対しても利

用乳幼児に危険な箇所がないか点検を行うこと。（土石

流、地すべりなど） 

 

 

 

設備等に改善が必要なものはないか。 

 

◎市条例５３号 第４９条 

第２５条から第２７条まで及び第２９条の規定は、小規模型事業所内保育事業につい

て準用する。この場合において、第２５条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び

第２７条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業を行う者(第４９条において準用する次条及び第２７条において「小規

模型事業所内保育事業者」という。)」と、第２６条及び第２７条中「家庭的保育

事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第２９「小規模保育事業

所Ａ型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」

とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業

主が事業場に付属して設置する炊事場を含む。第 4号において同じ。)」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

◎市条例 第５３号 第５条 

   家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格

を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図るとともに、利用乳幼児の保

護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努

めなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、

常に保育の質の改善を図るよう努めなければならない。 

５ 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第２号、第

１４条第２項及び第３項、第１５条第１項並びに第１６条において同じ。)には、法に

定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 

６ 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳

幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

 

◎市条例 第５３号 第４条 

   家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は、最低基準を超

えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 (2) 給水及び

排水の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 給水設備に問題がない

こと 

 (1)  自家水（井戸水等）を使用している施設にあっては、水質

検査、塩素消毒が義務づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市水道から供給を受け、受水槽を設置している場合は、水槽

の容量に問わず、清掃及び水質検査等（受水槽内部の掃除（清

掃後の水質検査を含む。）：年１回、検査機関による検査（外観

及び機能の検査）：年１回）を実施しなければならない。 

 

◎市条例 第５３号 第１４条第１項 

   家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水につ

いては、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。 

◎社会福祉施設における飲用井戸及び受水槽の衛生確保について（平成８年７月１９日社援

施第１１６号） 

   １ 飲用井戸を設置している社会福祉施設の施設長に対し、井戸水中の大腸菌群を検

査するよう周知すること。 

   ２ 受水槽を設置している社会福祉施設の施設長に対し、受水槽の水の残留塩素の有

無について検査するよう周知すること。 

◎水道法施行規則 第１７条 

法第２２条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次

の各号に掲げるものとする。 

三 給水栓における水が、遊離残留塩素を０．１㎎／ℓ（結合残留塩素の場合は、０．

４㎎／ℓ）以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物

に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるよ

うな生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残

留塩素は、０．２㎎／ℓ（結合残留塩素の場合は、１．５㎎／ℓ）以上とする。 

◎社会福祉施設における衛生管理について（平成９年３月３１日社援施第６５号大臣官房障

害保健福祉部企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、

児童家庭局企画課長連名通知）  

（別添）大量調理施設衛生管理マニュアル Ⅱ－５－(2)－⑦ 

水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機

関、厚生労働大臣の指定検査機関等に依頼して、年２回以上水質検査を行うこと。検査

の結果、飲用不適とされた場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じる

こと。なお、検査結果は１年間保管すること。 

 

 

◎水道法 第３４条の２ 

簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなけ

ればならない。  

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定める 

ところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査 

を受けなければならない。  

◎水道法施行規則 第５５条 

法第３４条の２第１項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるも

のとする。  

◎北九州市水道条例 第４５条 

 ２ 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が定めるところにより当該貯水槽水

道を管理し、及び当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行う責任を有する。 

 ※小規模貯水槽（１０㎥以下）についても、受水槽などの清掃や検査は、年１回、定期的

に行うよう努める義務がある。（北九州市貯水槽水道衛生対策実施要領） 

水質検査日誌 

水質検査証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査結果書 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 排水設備に問題がない

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 浄化槽を設置している場合は、浄化槽法に基づき、定期的に

保守点検及び清掃と水質検査をおこなわなければならない。 

(2) 浄化槽の管理は、登録の保守点検業者に委託することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎水道法施行規則 第５５条 

法第３４条の２第１項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。 

二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措

置を講ずること。 

三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認

めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについ

て検査を行うこと。 

四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停

止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ず

ること。  

◎水道法施行規則 第５６条 

法第３４条の２第２項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。 
 

◎浄化槽法 第７条 

新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境

省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者

その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの（以下「浄化槽管理者」とい

う。）は、都道府県知事が第５７条第１項の規定により指定する者（以下「指定検査機

関」という。）の行う水質に関する検査を受けなければならない。 

◎浄化槽法 第１０条 

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年１回（環境省令で定める場合

にあっては、環境省令で定める回数）、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなけれ

ばならない。  

２ 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関す

る技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者（以下「技

術管理者」という。）を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理す

る浄化槽については、この限りでない。  

３ 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第４８条第１項の規定により条例で浄化槽の

保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若

しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を

浄化槽清掃業者に委託することができる。 

◎浄化槽法 第１１条 

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年１回（環境省令で定める浄化槽

については、環境省令で定める回数）、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなけ

ればならない。 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

１４ 非常災害対 

  策 

(1) 防火管理  

  者 

 

 

１ 防火管理者を選任して

届出をすること 

 

 

 

防火管理者に関する講習会の課程を修了した者等、防火管理者の

資格を有する職員のうちから防火管理者を選任し、消防署へ届出

なければならない。 

 

 

 

◎消防法 第８条 

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める

大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定め

る２以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、

又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で

定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該

防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練

の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、

火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並

びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。  

２ 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくそ

の旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同

様とする。  

３ 消防長又は消防署長は、第１項の防火管理者が定められていないと認める場合には、

同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずる

ことができる。  

４ 消防長又は消防署長は、第１項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管

理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従って行わ

れていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規

定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることがで

きる。  

◎消防法施行規則 第３条の２ 

法第８条第２項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第１号の

２の２による届出書によってしなければならない。 

２ 前項の届出書には、選任の届出にあっては、防火管理者の資格を証する書面を添えな

ければならない。 

◎消防法施行令 第１条の２（防火管理者を定めなければならない防火対象物等） 

◎消防法施行規則 第１条の３（収容人員の算定方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火管理者選任

届、講習会の課程

修了者証 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

２ 防火管理者は、その

業務を遂行すること 

 

(1) 防火管理者の責務は、次のとおりである。 

ア 適正かつ誠実な防火管理業務の遂行 

イ 防火管理業務従事者への指示監督 

ウ 消防計画の作成とこれに基づく消火、通報及び避難

訓練の実施義務等 

(2) 防火管理者が行う防火管理業務の基本的事項は、次の

とおりである。 

ア 火気の使用取扱いの指揮監督 

イ 建築物火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査 

ウ 収容人員の管理 

エ 自衛消防組織の編成と訓練の実施 

オ 職員等の防災教育 

◎消防法施行令 第３条 

法第８条第１項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区

分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適

切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。  

一  第１条の２第３項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のも

の（以下この条において「甲種防火対象物」という。） 次のいずれかに該当する者  

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務

省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の

防火管理に関する講習（第四項において「甲種防火管理講習」という。）の課程を

修了した者 

ロ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学、高等専門学校において総務

大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、１年以上防火管

理の実務経験を有するものハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に１年

以上あつた者 

ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管

理者として必要な学識経験を有すると認められるもの 

二  第１条の２第３項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第１(１)項から

(４)項まで、(５)項イ、(６)項イ、ハ及び二、(９)項イ、（１６）項イ及び（１６の

２）項に掲げる防火対象物にあっては３００平方メートル未満、その他の防火対象物

にあっては５００平方メートル未満のもの（以下この号において「乙種防火対象物」

という。） 次のいずれかに該当する者  

イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務

省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の

防火管理に関する講習（第四項において「乙種防火管理講習」という。）の課程を

修了した者 

ロ 前号イからニまでに掲げる者 

 

◎消防法施行令 第３条の２ 

 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理

に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 

２ 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び

避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検

及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の

維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。 

３ 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の

管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならな

い。 

４ 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点

検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その

他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

(2) 消防計画 １ 消防計画を作成して

届出をすること 

(1) 防火管理者は、施設の実態に即した実効ある計画を作

成し、速やかに所轄消防署長に提出しなければならない。

また、建物の増改築その他の理由で計画を変更した場合も

同様である。 

(2) 消防計画に策定すべき内容はおおむね次のとおりであ

る。 

ア 自衛消防の組織に関すること 

イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関す

ること 

ウ 消防用設備等の点検及び整備に関すること 

エ 避難通路、避難口、安全区画、排煙又は防煙区画その

他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること 

オ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関す

ること 

カ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること 

キ 防火管理上必要な教育に関すること 

ク 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓

練の実施に関すること 

ケ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火

活動、通報連絡及び避難誘導に関すること 

コ 防火管理について消防機関との連絡に関すること 

(3) 消防計画を作成したときは、関係者に内容を周知する

とともに、非常災害時における各職員の分担表、避難場所、

連絡体制等を図表にし、事務室、廊下等見やすい場所に掲

示すること。 

 

◎市条例 第５３号 第７条 

家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を

定め、非常災害に対する不断の注意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。 

 ２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、少なくとも毎月１回行わなければな

らない。 

 

◎消防法施行規則 第３条 

防火管理者は、令第３条の２第１項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備

の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に

掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防

火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第１号の２の届出書によりその旨を所轄消防

長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長に届

け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。 

一 令第１条の２第３項第１号に掲げる防火対象物及び同項第２号に掲げる防火対象

物（仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。）  

イ 自衛消防の組織に関すること。 

ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 

ハ 消防用設備等又は法第１７条第３項に規定する特殊消防用設備等（以下「特殊消

防用設備等」という。）の点検及び整備に関すること。 

ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案

内に関すること。 

ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 

ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。 

ト 防火管理上必要な教育に関すること。 

チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関する

こと。 

リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘

導に関すること。 

ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。 

ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者

又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。 

ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事  

 項 

二  令第１条の２第３項第２号に掲げる防火対象物（仮使用認定を受けたもの又はそ

の部分を除く。）及び同項第３号に掲げる防火対象物  

イ 消火器等の点検及び整備に関すること。 

ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。 

ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。 

ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 

ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項 

消防計画作成届、

消防計画書 
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２ 消防計画以外の風水

害、地震等に対する防

災応急計画等について

も定めること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 多数の人命を預かる社会福祉施設にあっては、火災に

対する消防計画中に風水害・地震防災応急計画相当事項を

定め、大地震から利用乳幼児、職員等の生命、身体及び財

産を保護するように努めること。 

(2) 地震防災応急計画の記載内容は次のとおりである。 

ア 地震防災上の基本的事項を審議する地震防災対策委

員会の設置に関すること（点検班、備蓄班、教育班、訓

練班等の設置） 

イ  委員会の審議事項に関すること 

ウ 地震災害防止のための施設・設備等の点検に関するこ

と 

エ 食料、飲料水、医薬品等の備蓄等に関すること 

オ 職員、入所者等に対する地震防災教育に関すること 

カ 地震災害応急対策の円滑な遂行のための地震防災訓

練の実施に関すること 

キ 地震発生後の市等との連携、情報伝達に関すること 

ク 地震発生後の発火防止と消火に関するこ  と 

ケ 負傷者の救出、応急手当及び病院等への移送に関する

こと 

コ 地震発生後の安全指導に関すること（利用乳幼児等の

避難場所への避難も含む。） 

(3) 風水害の場合、「高齢者等避難」、「避難指示」等の緊急度

合に応じた複数の避難先が確保されていること。 

(4) 施設利用者の避難計画（非常災害対策計画、避難確保計

画及び避難確保・浸水防止計画）には、以下の項目が盛り

込まれていること。 

(ｱ)児童福祉施設等の立地条件（地形等） 

(ｲ)災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情

報の入手方法の確認等） 

(ｳ)災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職

員等） 

(ｴ)避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」

時等） 

２ 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者（所有者、管理者又は占有者

をいう。以下同じ。）及び関係者に雇用されている者（当該防火対象物で勤務している

者に限る。）以外の者に委託されている防火対象物にあっては、当該防火対象物の防火

管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務（法第１７条の３の３の規定

による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。）の受託者の氏名及

び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該受託者の行う防

火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。  

 

◎社会福祉施設における地震防災応急計画の作成について（昭和５５年１月１６日社施第５

号社会局施設課長・児童家庭局企画課長連名通知） 別紙１ 

第２ 地震防災応急計画の基本となるべき事項 

地震防災応急計画の基本となるべき事項は次のとおりであり、別紙２の「地震防災応

急計画作成例」を参考のうえ、それぞれ施設の特性を勘案し、実態に即した地震防災応

急計画を作成しなければならない。 

(1) 地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること 

地震予知情報等が地震警戒本部等外部機関と社会福祉施設及び社会福祉施設内部

において確実に伝達されるようその経路及び方法を具体的に明示する。勤務時間内

及び勤務時間外等の時間帯に応じ、伝達が確実に行われるよう定めるほか、必要な

代替伝達方法等を定める。また入所者の保護者等への伝達方法等も定めるものとす

る。 

(2) 地震防災応急対策の実施要員の確保等に関すること。 

各社会福祉施設は、地震防災応急対策等を迅速かつ的確に実施するため指揮機能

を有する組織を設置し、組織の構成、任務分担を定めるものとする。この場合、所

要要員の不時の欠員に備え代替要員の確保についても配慮するものとする。 

(3) 警戒宣言が発せられた場合、直ちに実施すべき措置に関すること。 

警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検並びに整備、資機材の調

達手配等地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために実施すべき措置を定め

る。なお、工事中の建築物等については、地震発生時の危険性にかんがみ、原則と

して工事の中断の措置を講ずることを明示する。 

(4) 警戒宣言が発せられた場合の入所者等の安全指導に関すること。 

警戒宣言が発せられた場合の入所者等の安全指導の方法等を明示するとともに、安

全指導に当たっては入所者等に不安動揺を与えないよう配慮する。 

施設の立地条件、耐震性等から判断して、入所者等を退避させる場合を考慮して、

避難誘導に関することを定める。特に、施設が避難対象地区にあるときは、避難場

所、避難経路、避難誘導方法、避難実施責任者等を具体的に明示する。 

入所者の保護者等への引継ぎの方法については、施設の種類や性格を十分考慮し

て具体的にその内容を明示する。 

(5) 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項 

強化地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を年 1 回以上実施するものと

し、その実施内容、方法等を明示する。 

防災訓練の実施に当たっては、地方公共団体、地域の自主防災組織等との連携を

図ることに努める。また、通所施設にあっては、必要に応じて入所者の保護者等の 
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事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  (ｵ)避難場所（市町村が設置する避難場所、施設内の安全な

スペース等） 

(ｶ)避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間等） 

(ｷ)避難方法（利用児童の年齢や発達に応じた避難方法等） 

(ｸ)災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割

分担、避難に必要な職員数等） 

(ｹ)関係機関との連携体制 

 

 

参加を要請する。 

(6) 地震防災上必要な教育及び広報に関すること。 

施設職員等に対して、その果すべき役割等に相応した地震防災上の教育を実施す

るものとし、その実施内容、方法等を明示する。通所施設にあっては、入所者の保

護者等にも地震防災教育を行い、入所者の引継ぎ等について周知徹底を図る。 

(注)地震防災応急計画は、社会環境の変化、施設設備の強化等に応じ絶えず見直しを行

い、実態に即応したものとしておくこと。 

◎市条例 第５３号 第７条 

家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を

定め、非常災害に対する不断の注意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。 

 

◎避難情報に関するガイドライン（令和３年５月改正 内閣府） 

施設管理者等の責務等 

要配慮者利用施設や地下街等の所有者又は管理者は、それぞれの施設の設置目的を踏ま

えた施設毎の規定（介護保険法等）や、災害に対応するための災害毎の規定（水防法、土

砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律等）により、施設利用者の非常災害対策

計画、避難確保計画及び避難確保・浸水防止計画（以下「避難計画」という。）を作成す

ることとされていることから、施設利用者の避難が円滑かつ迅速に進むよう、平時から具

体的な避難計画を作成する必要がある。 

また、平成29年 5月に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害

警戒区域等（土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域）に立地し、かつ市町村地域防災

計画に定められている社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設の所有者又は

管理者には、避難計画の作成に加え、避難訓練の実施が義務付けられている（地下街等の

所有者又は管理者は従前より義務化されている）。 

施設管理者等は、施設利用者全員が安全に避難を完了できるよう、警戒レベル３高齢者

等避難※等の早いタイミングから避難支援を行うことが基本である。また、避難支援を円

滑にできるよう、気象庁から警戒レベル２大雨・洪水・高潮注意報が発表された段階から、

雨量や雨域の移動等の観測値や防災気象情報等をホームページ等で確認しておくことが

望ましい。 

※「高齢者等避難」における「高齢者等」とは、避難に時間を要する又は独力で避難

できない在宅又は施設を利用している高齢者や障害のある人等、及び避難を支援す

る者のこと。 

他方、以下のように施設の実情に合わせた避難支援を行うことも考えられる。 

・施設の利用者数や施設利用者の状態等により、施設利用者全員の避難完了までに多

くの時間を要する場合には、避難に要する時間を検討・確認し、必要に応じて、防

災気象情報等を参考に警戒レベル３高齢者等避難よりも早いタイミングで施設利

用者の避難支援を開始する。 

・警戒レベル３高齢者等避難は、比較的早いタイミングから発令されるために、結果

として災害が発生しない、いわゆる「空振り」の発令になりやすいうえに、発令頻

度が比較的高いという実情がある。そのような中、施設利用者に避難行動自体が負

担になる人がいる場合には、警戒レベル３高齢者等避難が発令される度に施設利用 

 

 

 

 

 

 

火災、風水害、地

震等の非常災害

の種類ごとに具

体的な計画書 
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者全員が避難することが必ずしも望ましくない場合も考えられる。このため施設管

理者等は、例えば警戒レベル３高齢者等避難のタイミングでは避難時の持ち出し品

のみを避難先に移送し、警戒レベル４避難指示のタイミングで十分な避難支援体制

のもと施設利用者が円滑かつ確実に避難できるようにするなど、施設利用者の状態

や支援体制等に応じた避難行動をとることで、避難する頻度を抑える工夫をするこ

とが考えられる。 

さらに、施設管理者等は、避難経路や避難経路の安全性を平時より確認しておくととも

に、災害時における避難経路の通行止めや計画していた移動手段や支援体制を確保できな

い等の不測の事態に備え、施設利用者の緊急安全確保行動の支援についてもあらかじめ確

認・準備をしておくべきである。また、施設管理者等は、市町村や消防団、居住者等の地

域社会とも連携を図り、避難時に地域の支援を得られるようにする等の工夫をすることが

望ましい。 

また、法律等による避難計画の作成義務が課せられていなくても、アンダーパスを有す

る道路の管理者及び地下工事の責任者等においては、洪水等により命が脅かされる危険性

がある場合には、防災気象情報や水位情報等に注意を払い、道路利用者や工事関係者等に

危険が及ばないよう、立ち入り規制や待避等の措置を適切に講じる必要がある。 

 

3.2 避難情報等と居住者等がとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

表２ 警戒レベルの一覧表 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

(市町村長が発令令) 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報で

はない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険

である場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとること

ができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全

を確保できるとは限らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

（市町村長が発令） 

●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確

保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者

の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援す

る者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普

段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に

避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早め

の避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火管理に関する

年間・月間計画 
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 (3) 防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 消防設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 非常災害対策を適切に

行うこと 

(1) 避難訓練等を定期

的に実施すること 

(2) 避難実施記録を

作成すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 必要な消防設備を設

置すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業者等は、非常災害に対する不断の注意を払い、訓練

を行うよう努めなければならない。 

また、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１

回行わなければならない。 

(2) 通報、消火、避難、総合訓練等を幅広く実施すること。

また、入所施設にあっては夜間又は夜間を想定した訓練を

実施して、宿直・夜勤体制下での実践的な対応ができるよ

う訓練を行う必要がある。 

(3) 午睡時間における避難訓練を年１回は実施すること。 

(4) 訓練の実施に当たっては、事前に消防署に通報し、消防

署の立会いも必要に応じ要請すること。 

各種の訓練を実施した際には、反省点、問題点を検討・記録

し、次回の訓練、消防計画等へ反映させること。 

 

消防用設備は、事業所の規模・構造等によって異なるが、

法令等に定められている基準に従い設置すること。 

 

【警戒レベル２】 

大雨・洪水・高潮 

注意報 

（気象庁が発表） 

に避難することが望ましい。 

●発表される状況：気象状況悪化 

●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急

避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するととも

に、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え

自らの避難行動を確認。 

 

【警戒レベル１】 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 

 

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ 

●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高

める。 

 

◎市条例 第５３号 第７条 

 家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を

定め、非常災害に対する不断の注意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、少なくとも毎月1回行わなければな

らない。 

◎社会福祉施設における防災対策の強化について（昭和５８年１２月１７日社施第１２１号

厚生省社会局施設・児童家庭局長企画課長連名通知） 

◎保育所保育指針 

◎消防法施行規則 第３条 

１１ 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、

その旨を消防機関に通報しなければならない◎市条例 第５３号 第２３条第１項（７）、

２９条１項（７）、４４条第１項（７）、４９条 

 

◎市条例 第５３号 第７条第１項 

   家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を

定め、非常災害に対する不断の注意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。 

◎消防法 第７条 

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について

許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者は、当

該許可、認可若しくは確認又は建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消

防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認をすることができない。 

◎消防法施行令 第７条 

法第１７条第１項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び

避難設備とする。  

２ 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であっ

て、次に掲げるものとする。  

一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具  

防災訓練実施記録 
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２ 消防用設備の点検を

定期的に行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 消防用設備については、計画を策定し自主的検査を実

施するとともに、延１，０００㎡以上の政令で定めるもの

にあっては資格を有する者に点検させ、その他のものにあ

っては自ら点検し、その結果を検査票及び維持台帳に記録

し整備しておくこと。 

また、消防機関に対して１年に１回以上結果を報告する

こと。法令に定められた点検期間は次のとおりである。 

ア 外観点検（破損、変形の有無等） 

６か月毎 

イ 水バケツ 

ロ 水槽 

ハ 乾燥砂 

ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 

二 屋内消火栓設備  

三 スプリンクラー設備  

四 水噴霧消火設備  

五 泡消火設備  

六 不活性ガス消火設備  

七 ハロゲン化物消火設備  

八 粉末消火設備  

九 屋外消火栓設備  

十 動力消防ポンプ設備  

３ 第１項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げる

ものとする。  

一 自動火災報知設備  

一の二 ガス漏れ火災警報設備  

二 漏電火災警報器  

三 消防機関へ通報する火災報知設備 

四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警

報設備  

イ 非常ベル 

ロ 自動式サイレン 

ハ 放送設備４ 第１項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用い

る機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。  

一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具  

二 誘導灯及び誘導標識  

５ 法第１７条第１項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その

他の用水とする。  

６ 法第１７条第１項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、

連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 

 

◎消防法 第１７条の３の３ 

第１７条第１項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、当該防火対

象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第８条の２の２第１項の防火対象物

にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令で定める

ところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士

免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他の

ものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならな

い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防設備点検結果

報告書 
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イ 機能点検（作動、性能試験） 

    ６か月毎 

ウ 総合点検 

    １年毎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 暖房設備、カーテン、寝具な等は、防火性及び一定の

防炎 機能を有しているものを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎消防法施行規則 第３１条の６ 

法第１７条の３の３の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じ

て、１年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 

２ 法第１７条の３の３の規定による特殊消防用設備等の点検は、第３１条の３の２第６

号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 

３  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳に記録

するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごと

に消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあって

は、第３１条の３の２第６号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告

の期間ごとに報告するものとする。  

一 令別表第１(１)項から(４)項まで、(５)項イ、(６)項、(９)項イ、(１６)項イ、(１

６の２)項及び(１６の３)項に掲げる防火対象物 １年に１回  

二  令別表第１(５)項ロ、(７)項、(８)項、(９)項ロ、(１０)項から(１５)項まで、

(１６)項ロ、(１７)項及び(１８)項までに掲げる防火対象物 ３年に１回  

５ 法第１７条の３の３の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様

式は、消防庁長官が定める。  

６ 法第１７条の３の３の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省

令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設

備等の種類は、消防庁長官が定める。 

 

◎市条例 第５３号 第２３条第１項（７）、２９条１項（７）、４４条第１項（７）、４９  

 条 

◎消防法 第８条の３ 

高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める

防火対象物において使用する防炎対象物品（どん帳、カーテン、展示用合板その他これ

らに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）は、政令で定

める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。  

２ 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの（以下この条において「防

炎物品」という。）には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するも

のである旨の表示を附することができる。  

◎社会福祉施設における防火安全対策の強化について（昭和６２年９月１８日社施第１０７

号社会局長・児童家庭局長連名通知） 

２－（１）寝具類、カーテン等の防炎化の促進 

施設においては、壁、天井等の内装やカーテン、じゅうたん等については、既に消

防法令で一定の防炎化、難燃化が義務づけられているので、未整備の施設は早急に改

善を図るほか、今後は、布団、毛布、シーツ等の寝具類についても一定以上の防炎性

能を有するものを積極的に使用するよう努めること。 

２－（２）暖房機器の改善 

放射形又は自然対流形の石油ストーブ等は転倒、可燃物の接触等により出火原因と

なりやすいので、原則として使用しないこととし、ストーブ類を使用する場合には、

強制対流形のストーブ又はこれと同等以上の火災安全性を有する器具を使用するよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設点

検結果報告 
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(5) 自主点検 

 

 

 

(6) 協力体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 苦情対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の消防用設備等につい

て自主点検を行うこと。 

 

 

１ 消防機関との連携を密

にすること。 

 

 

２ 地域との協力体制を確

保すること。 

 

 

 

 

 

 

１ 苦情解決体制を整える

こと 

 

 

 

 

 

 

２ 苦情解決の仕組みを周

知すること 

 

 

３ 苦情解決の記録と報告

を行うこと 

 

 

 

(3) 消防署の立入検査によって指示（改善）事項があった場合は、

速やかに是正すること。 

 

 

 

 

 

 

 

火災を未然に防止するために、消防用設備等について、定期的

に自主点検を行うこと。 

 

 

避難訓練の計画・実施等防火安全対策に関し、常時消防機関の

指導を受けるなど連携を密にし、事業所の状況等についても十分

理解を得ておくようにすること。 

 

(1) 事業所の避難訓練の参加等により、事業所の設備、配置利用

乳幼児の実態を認識してもらい、予め避難場所の確保をお願い

するとともに緊急の場合の応援、協力体制を確保しておくよう

努めること。 

(2) 火災発生時の近隣住民への連絡方法について明確にしてお

くこと。 

 

 

(1) 利用者の苦情や意見を汲み上げ、サービスの改善を図るととも

に、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・

円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る仕組み

を設けること。 

(2) 苦情解決の仕組みについては、「社会福祉事業の経営者によ

る福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」を

参考にすること。 

 

苦情解決の仕組みを書面で明確にし、保護者や職員に周知する

こと。 

 

 

(1) 苦情受付に際しては、様式化した書面により、苦情内容、苦

情申出人の希望等を記録すること。 

(2) 苦情解決や改善までの経過や結果を記録すること。 

(3) サービスの質や信頼性の向上を図るため、苦情内容、解決結

果について公表すること。 

う努めること 

◎消防法 第４条 

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の

提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは

公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、

設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。た

だし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大である

ため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 

 

◎社会福祉施設における火災防止対策の強化について（昭和４８年４月１３日社施第５９号

社会局長・児童家庭局長連名通知） 別紙様式１ 社会福祉施設点検結果報告 

 

◎災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について（平成２９年２月２０日

社援発０２２０第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護

局障害保健福祉部長、老健局長連名通知） 

  １ 平時における取組について 

 災害発生時に、社会福祉施設等の被災状況の把握等を行うに当たっては、平時から

関係者間の連携体制を構築・強化しておくことが必要である（以下略） 

 

 

 

 

 

◎市条例 第５３条 第２１条 

家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第 24 条第６

項の規定による措置について、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

◎社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について（平成１２

年６月７日児発第５７５号） 

 

◎児童福祉施設最低基準等の 一部を改正する省令の施行について（平成１２年８月２２日

児発第７０７号） 
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１６ 自己評価 

 

１ 情報の公開をするこ   

 と 

 

 

 

２ 自己評価をすること 

 

 

サービス内容や経営に関する情報を積極的に公開しているこ

と。 

 

 

 

(1) サービスの質について自己評価をすることにより、その提供

する福祉サービスの質の確保・向上に努めること。 

(2) 職員の資質向上に向けて積極的に取り組み、良質なサービス

を提供するよう努めること。 

 

◎市条例 第５３号 第５条第２項 

２ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図るとともに、利用乳幼児の

保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよ

う努めなければならない。 

 

◎市条例 第５３号 第５条 

３ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、

常に保育の質の改善を図るよう努めなければならない。 

 

 

 



 

 


